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新潟県条例第19号 

新潟県県税条例の一部を改正する条例 

新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（環境性能割の減免） 

第63条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第４号の規定により環境性能割の減免を

受けようとする者は、前項の申請書を提出する際

に、身体又は精神の障害の程度を証明する書類、

運転免許証（道路交通法（昭和35年法律第105号）

第92条第１項に規定する運転免許証をいう。以下

同じ｡)又は免許情報記録個人番号カード（同法第

95条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号

カードをいう。以下同じ｡)、自動車検査証その他

知事が必要と認める書類を提示しなければならな

い。 

 

（種別割の課税免除） 

第64条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、種別割を課さない。ただし、第２号から

第５号までの自動車にあっては、知事の承認を受

けたものに限る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 道路交通法第99条の規定により公安委員会の

指定を受けた指定自動車教習所の設置者又は管

理者が所有し、かつ、専らその教習生の教習の

用に供する自動車 

(5) （略） 

２ （略） 

 

第73条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようと

する者は、普通徴収の方法によって徴収されるも

のにあっては納期限までに、証紙徴収の方法によ

って徴収されるものにあってはその税金を納付す

ることとされている際に、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して知事に提出するとともに、身体又は

精神の障害の程度を証明する書類、運転免許証又

は免許情報記録個人番号カード、自動車検査証そ

の他知事が必要と認める書類を提示しなければな

らない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 運転免許証又は道路交通法第95条の２第２項

第１号に規定する免許情報記録（以下この号に

おいて「免許情報記録」という｡）の番号、運

転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録

の有効期間の末日並びに運転免許の種類及び条

（環境性能割の減免） 

第63条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第４号の規定により環境性能割の減免を

受けようとする者は、前項の申請書を提出する際

に、身体又は精神の障害の程度を証明する書類、

運転免許証、自動車検査証その他知事が必要と認

める書類を提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（種別割の課税免除） 

第64条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、種別割を課さない。ただし、第２号から

第５号までの自動車にあっては、知事の承認を受

けたものに限る。 

(1)～(3) （略） 

(4) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条

の規定により公安委員会の指定を受けた指定自

動車教習所の設置者又は管理者が所有し、かつ、

専らその教習生の教習の用に供する自動車 

(5) （略） 

２ （略） 

 

第73条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようと

する者は、普通徴収の方法によって徴収されるも

のにあっては納期限までに、証紙徴収の方法によ

って徴収されるものにあってはその税金を納付す

ることとされている際に、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して知事に提出するとともに、身体又は

精神の障害の程度を証明する書類、運転免許証、

自動車検査証その他知事が必要と認める書類を提

示しなければならない。 

 

(1)～(3) （略） 

(4) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が付されている

場合には、その条件 
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件が付されている場合には、その条件 

(5)・(6) （略） 

 

(5)・(6) （略） 
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


